
九州大学特定臨床研究等に係る審査意見等業務受託規程 
（平成30年度九大規程第140号、制 定：平成30年3月16日）より抜粋。 
 
第４章 審査手数料 
 （審査手数料）  
第１７条 審査意見業務に係る費用（以下「手数料」という。）は、別表のとおりとする。  
（徴収方法）  
第１８条 手数料は、経費の振替又は本学が指定する口座への振込により所定の期日までに支払 わなければならない。  
２ 前項の規定にかかわらず、病院長が特に認めた場合には、手数料の全部又は一部を免除する ことができる。 ３ 既納の
手数料は、原則として返還しない。  
（審査意見業務の受託）  
第１９条 本学以外の医療機関等から委員会に審査意見業務の委託があった場合には、審査意見 業務の受託に関する契約
を締結し、これを受託することができる。  
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